
 京都市上下水道局職員証発行規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和４年３月３１日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

京都市上下水道局管理規程第１５号 

   京都市上下水道局職員証発行規程の一部を改正する規程 

 京都市上下水道局職員証発行規程の一部を次のように改正する。 

 第１条中「上下水道局」を「京都市公営企業管理者上下水道局長（以下「管理者」とい

う。）は，上下水道局」に改め，「占める職員」の右に「（以下「職員」という。）」を加え，

「この規程により別記様式の職員証」を「職員証（第１号様式）」に改める。 

 第２条を削り，第３条を第２条とし，同条を次のように改める。 

第２条 職員は，氏名を変更し，又は職員証を汚損し，若しくは紛失したときは，速やか

に職員証再交付申請書（第２号様式）を管理者に提出し，職員証の再交付を受けなけれ

ばならない。 

 第４条を第３条とし，同条を次のように改める。 

第３条 職員は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちに職員証を管理者に返還し

なければならない。 

   職員証の更新を受けたとき。 

   職員証の再交付を受けようとするとき。ただし，紛失による場合を除く。 

   上下水道局から他の部局へ異動したとき。 

   離職したとき。ただし，離職後引き続き地方公務員法第２８条の４第１項又は第２

８条の５第１項の規定により採用される場合を除く。 

 第５条を削る。 

第６条第１項各号列記以外の部分中「とき職員証は」を「ときは，職員証を」に改め，

同項第３号中「甚だしいため」を「程度が甚だしく，」に改め，同項第５号を次のように改

める。 

   離職したとき。ただし，離職後引き続き地方公務員法第２８条の４第１項又は第２

８条の５第１項の規定により採用される場合を除く。 

 第６条第２項を削り，同条を第４条とする。 

 第７条各号列記以外の部分，第１号及び第２号中「者」を「職員」に改め，同条第３号



中「又は」を「，又は」に，「者」を「職員」に改め，同条第４号及び第５号中「者」を「職

員」に改め，同条を第５条とする。 

別記様式を次のように改める。 

 

 第１号様式（第１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 第１号様式の次に次の様式を加える。 

 第２号様式（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

 

（上下水道局総務部職員課） 


